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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 19年 1月 23日 (2007.1.23)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ト ナ ー を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 転 写 電 圧 を こ と で 前 記 像 担 持 体 か ら ト ナ ー を 転 写
す る 転 写 部 材 と を 有 し 、 前 記 転 写 部 材 が イ オ ン 導 電 性 の 材 料 に よ っ て 形 成 さ れ て い る 画 像
形 成 装 置 に お い て 、
　 酸 化 防 止 剤 が 配 合 さ れ て い る 、 こ と を 特 徴 と す る 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 転 写 部 材 は ス ポ ン ジ 部 分 を 有 し 、 前 記 ス ポ ン ジ 部 分 は 前 記 イ オ ン 導 電 性 の 材 料 か ら
成 る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 転 写 部 材 は 、 ト ナ ー を 前 記 像 担 持 体 か ら 転 写 材 へ 転 写 す る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求
項 １ 又 は ２ に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 転 写 ベ ル ト を 有 し 、 前 記 転 写 ベ ル ト は 表 面 に 転 写 材 を 担 持 し 、 前 記 転 写
ベ ル ト の 裏 面 で 接 触 し て い る 、 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の
画 像 形 成 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ １ ５ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 請 求 項 １ に 係 る 発 明 は 、 ト ナ ー を 担 持 す る 像 担 持 体 と 、 転 写 電 圧 を こ と で 前 記 像
担 持 体 か ら ト ナ ー を 転 写 す る 転 写 部 材 と を 有 し 、 前 記 転 写 部 材 が イ オ ン 導 電 性 の 材 料 に よ
っ て 形 成 さ れ て い る 画 像 形 成 装 置 に お い て 、 酸 化 防 止 剤 が 配 合 さ れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
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【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】
　 請 求 項 ４ に 係 る 発 明 は 、 請 求 項 １ ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の 画 像 形 成 装 置 に お い て
、 転 写 ベ ル ト を 有 し 、 前 記 転 写 ベ ル ト は 表 面 に 転 写 材 を 担 持 し 、 前 記 転 写
ベ ル ト の 裏 面 で 接 触 し て い る こ と を 特 徴 と す る 。

(2) JP 2003-131498 A5 2007.3.8

か ら
前 記 転 写 部 材 は


	header
	written-amendment

